
◎佐賀県条例第19号

佐賀県医療施設耐震改修等臨時特例基金条例を廃止する条例

佐賀県医療施設耐震改修等臨時特例基金条例（平成21年佐賀県条例第53号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。
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